
*2022年 4月改訂(第 2版) 医療機器届出番号 22B1X00007KD011A 
2018年 1月作成(第 1版) 

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管 
一般医療機器 瘻孔留置チューブ交換器具 JMDNコード：70229000 
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【禁忌・禁止】 
1. 再使用禁止。 

【形状・構造及び原理等】 

1. 形状・構造等 

 

本品は留置された胃瘻チューブ(カンガルーPEGチューブ等(別
売))の交換を行うため、チューブに挿入して使用するもので、
5.3mm(16Fr)用及び6.7mm(20Fr)用がある。 

2. 原材料 
オブチュレーター：ステンレス鋼 

3. 仕様等 
先端部とシャフトの接合強度：88N(20[lbf.])の荷重をかけたとき
抜けない。 
把持部(ノブ)とシャフトの接合強度：88N(20[lbf.])の荷重をかけ
たとき抜けない。 

【使用目的又は効果】 

瘻孔に留置した器具を抜去又は挿入する際に、器具を保持するため
に補助的に使用する。 

【使用方法等】 

瘻孔チューブの内部管腔にオブチュレーターを入れて挿入および除
去を行う。 
1. オブチュレーターを挿入し体内保持具を細長くする(伸長する)。 
2. 保持具の径を小さくし、瘻孔チューブを抜去・挿入する。 

【使用上の注意】 

1. 重要な基本的注意 
(1) 本品は、単回使用製品であり、1回限りの使用で使い捨て、再使
用しないこと。 

(2) 包装の水濡れしたものは使用しないこと。 
(3) 包装を開封したら、速やかに使用すること。 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法 
高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。 

2. 有効期間 
外装表示参照 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

*製造販売業者：カーディナルヘルス株式会社 
カスタマーサポートセンター：0120-917-205 


